
 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症 
オミクロン株が日本全国で急拡大！！ 

 
 

 オミクロン株の主な症状  
 

１．のどの痛み 

２．全身のだるさ 

３．せき 

４．鼻水 

５．頭痛  

６．発熱（38 度以上：2 割、３7 度台：5 割、発熱なし：3 割） ※ＮＨＫニュース（Ｒ4.1.18 ２１時時点）より 

 従来のウイルス株よりも感染しやすいが、重症化しにくいと言われています。また、子供にも感染が広がっています。 
 

 

 学校の対応  
 

 １．感染予防対策の実施（船橋市ガイドラインに基づいて実施） 
 

① 感染リスクの高い教育活動の制限 

② 手洗いとマスク着用の指示（なるべく不織布のマスクを利用してください） 

③ 校内の常時換気 

④ 給食時の黙食を徹底 

⑤ 健康観察の強化 

⑥ 第 2 保健室の設置（発熱している生徒の待機場所） 

⑦ 風邪症状があり未受診の生徒へ早退の指示 等 

 

 ２．生徒の出欠席の扱い（船橋市ガイドラインより） ※今まで通り 
 

  以下に該当する場合は、出席停止となります（欠席扱いにはなりません）。 

  ① 生徒本人が感染した、濃厚接触者に特定された 

  ② 生徒や同居家族に、発熱、風邪症状、体調不良がみられる時 

  ③ 生徒や同居家族が PCR 検査を受けることになってから、結果が出るまでの間 

  ④ 生徒に基礎疾患があり、主治医の見解に基づき学校を休むことを、校長が認めた場合 

  ⑤ 保護者が感染予防のために学校を休ませたいと相談し、校長が認めた場合 

  ⑥ 生徒本人がワクチン接種や副反応で学校を休む場合 

保 健 便 り      令和４年 1 月 20 日 法田中学校・保健室 

学校管理下でけがをしたら、医療費等の給付が受けられます（加入者のみ）。詳しくは「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」で検索 又は 本校保健室へ 

千葉県 

まん延防止等重点措置 
1 月 21 日(金)～2 月 13 日(日)   

※ 全国計 16 都県（R4.1.20 現在） 



 

３．臨時休業の基準（文部科学省ガイドラインより） 
 

学校は文部科学省ガイドラインに基づき、感染者が複数確認された場合に、学校医や船橋市教育委員会と協議して 

臨時休業の措置を決定します。 
 

 【学級閉鎖】以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合。 

① 同一学級に複数の感染が判明した場合 

② 1 名の感染であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する児童生徒が複数いる場合 

③ 複数の濃厚接触者が存在する場合 

④ その他感染リスクの高い活動を行っていたなど、設置者が必要と判断した場合 

【学年閉鎖】 複数学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合。 

【学校全体の臨時休業】複数学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合。  

  

 保護者の方へ・再度の確認です  
  

１．生徒や同居家族に、発熱や風邪症状（咳・のどの痛み・だるさ等）がある場合 
→ 学校へ電話連絡し、登校を控える。ただし、医師の診察を受けている場合は登校可能。 

受診する場合は、事前に医療機関へ電話連絡する（電話連絡の優先順位は次の通り）。 
 

① かかりつけ医 → ② 発熱外来の指定医療機関 → 
③ 船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター（TEL 047－409-3127 毎日：午前 9 時～午後 5 時）→  

④ 千葉県発熱相談コールセンター（TEL 0570－200－139 24 時間対応） 

流行しているオミクロン株は、軽い風邪症状だけで回復に向かう場合がありますが 

感染拡大防止のため、なるべく受診されるようお勧めします。 

 

２．生徒や同居家族が PCR 検査を受ける場合 
→ 学校へ電話連絡する。（対象者、検査日、結果が判明する日、検査機関等） 

  同居家族が検査を受ける場合は、結果がわかるまで生徒は登校を控える。 

生徒が在校中に、同居家族が PCR 検査を受けることになったら、 

すぐに生徒を下校させますのでお知らせください。 
 

３．生徒や同居家族が濃厚接触者に特定された場合 
→ 学校へ電話連絡する。生徒が濃厚接触者に指定された場合、保健所から指示された期間は登校し 

ない。（濃厚接触者の待機期間は、感染者と接触した日を 0 日として、翌日から 10 日間・船橋市ホームページより） 

同居家族のみ濃厚接触者の場合は、その方のＰＣＲ検査の結果がでるまで生徒は登校を控える。 

コロナ感染等の理由により、4 日以上欠席する場合は、給食費を返金できる 

場合があります。希望される方は、担任まで申し出てください。 
 

４．生徒や同居家族のコロナ感染が判明した場合 
→ 学校へ電話連絡し、保健所の指示に従う。 

（生徒の登校開始日を保健所に確認してください） 
 

５．登校した生徒に風邪症状がみられた場合 
→ 保護者に連絡した上で下校させます（早退扱いにはなりません）。保護者の方は、なるべく日中 

に連絡がつくよう準備をお願いします。 

本校に兄弟姉妹がいる場合は、一緒に下校させます。 
  

６．無症状だが感染の不安を感じる場合 
→ 千葉県民の方は、ウェルシア薬局や各地にある PCR 検査センター 

で無料検査が受けられます。詳しくは、千葉県のホームページを 

見てください。（有症状は対象外です。医療機関へ相談してください。） 

全国的に急増しています！ 

法田中学校 
☎ ０４７－４３８－３０２６ 


